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主 教 動 静
２月
　　１日（土）　被献日前日の礼拝　（聖アンデレ教会）
　　　　　　　　被献日前夕・光の礼拝　（聖アンデレ主教座聖堂）
　　４日（火）～６ (木)　主教会（管区） 
　　７日（金）　教区事務所職員会議
　１２日（水）　教区再編成準備室
　１３日（木）　管区日韓協働合同会議 
　１６日（日）　モニカ会幹事会
　　　　　　　　東日本大震災をおぼえての聖餐式　（聖アンデレ主教座聖堂）
　１８日（火）　常置委員会
　１９日（水）　教役者逝去者記念聖餐式　（聖アンデレ主教座聖堂）
　　　　　　　　聖職養成委員会
　　　　　　　　信仰と生活委員会
　２０日（木）　礼拝音楽委員会
　２２日（土) 　八王子幼稚園評議委員会・理事会
　２４日（月）　聖路加国際病院評議員会
　　　　　　　　教区再編成準備室
　２５日（火）～ ２７日(木) 教役者黙想会
　２８日（金）　主事会議
３月
　　１日（土）　聖公会神学院卒業礼拝

人 　 事
◆第122（定期）教区会書記任命　(1月14日付)

　司祭　　成　成鍾
　執事　　倉澤一太郎

◆信徒奉事者認可・分餐奉仕認可

http://www.nskk.org/index.htm


　塚田央子　(聖オルバン教会)　但し任期は2014年3月31日　　(1月14日付)

お 知 ら せ
◆代祷・信施奉献先　（２月）

・「信教の自由」を抑圧されている人々のため (2.9)　(2月11日に近い主日）　　　
・ハンセン病問題啓発の日　(顕現後第6主日2.16）
・全生園聖フランシス聖エリザベツ礼拝堂のため
・ぶどうのいえのため
・いのちの電話の働きのため
・教区こどもたちへの活動のため

◆教役者逝去者記念聖餐式

日　時：２月１９日（水）10：30～　　
場　所：聖アンデレ主教座聖堂
説教者：長谷川正昭司祭
　　執　事　金井　登　　執　事　栗原素行　　伝道師　多治見十郎
　　伝道師　深尾猪曽子　司　祭　桑田繁吉　　司　祭　高松孝治
　　司　祭　岡墻清蔵　　司　祭　皆川晃雄　　司　祭　粟飯原　信
　　主　教　村尾昇一　　司　祭　遠藤義光　　執　事　戸所芳一
　　主　教　小笠原重二　司　祭　山口千尋　　司　祭　澤　邦介
　　司　祭　大和田　功

◆被献日前日の礼拝　（主催：一粒の麦の会）

　日　時：2月1日（土） 14:00　　
　場　所：聖アンデレ教会
　司　式：笹森田鶴司祭　　
　説　教：上田亜樹子司祭
　奉献先：「聖地ろうあ子どもの里」ヨルダン国　　
　　　　礼拝後　一粒の麦の会全体会議

◆被献日前夕・光の礼拝

　日　時：2月1日（土） 1７：00　　
　場　所：聖アンデレ主教座聖堂
　司式/説教：大畑喜道主教
　「正義の門よ、扉を開け　私は中に入って、主に感謝をささげよう｣



◆銀座朝祷会　（毎月第2・第4火曜7%30　於：喫茶室ルノアール・ニュー銀座）

　　第８４７回　２月１１日（火）　　　
　　第８４８回　２月２５日（火）

◆教役者会2014年度幹事

　司祭　香山洋人（長）　司祭 成成鍾 (副)　　司祭　大森明彦　(書記)
　司祭　中村淳 (書記）　執事　倉澤一太郎 (会計)

◆日本聖公会「年度統計報告書」作成について

　提出期限は1月31日です。
未提出の場合は至急提出願います。

◆受聖餐者総会資料・決議録の提出について

　資料、および決議録を2部ずつ、2月中を目処に教区事務所にお送りください。

◆教役者の休暇取得について

　休暇を取得する場合は、教区主教あての報告を励行して下さい。

◆2014年度教区主教巡回について

　各教会の希望日を未提出の場合は　2月9日（日）までにお願いいたします。
　なお、必ず第3希望まで書面にてご提出ください。（期限厳守）

◆信徒奉事者認可・分餐奉仕許可の申請について

　信徒奉事者の認可は3月31日が期限となっています。 4月以降も引き続き信徒奉事者として推薦する
場合は、遅くとも2月末までに届くように、必要書類を教区事務所にお送りください。新たに信徒奉事
者として推薦する場合は、当該信徒の信仰歴や教会での奉仕内容などについて記した書類（書式自由
）を必ず添付し、特に早めにお送りください。
　また、信徒奉事者として分餐奉仕をする場合は、信徒奉事者推薦と同時に「分餐奉仕許可願」の旨
を明記してご提出ください。

◆教区合同堅信式の日程について



　合同堅信式の予定は次の通りです。
　・4月13日（復活前主日）
　・6月1日（復活節第7主日）

◆国、地方自治体、その他からの照会、質問等の取り扱いについて

　各教会・礼拝堂宛に直接、統計や調査の依頼・質問等がありました場合は、教区事務所へお知　ら
せください。法人格を持たない各教会・礼拝堂は、それらに対して回答する必要がありませ　んので
ご注意ください。担当の教会委員の方、特に新たに担当することになった教会委員の方　にその旨を
お伝えください。

集担当：総主事　鈴木裕二

教区事務所便りは教区のホームページにも順次掲載しています。


